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神奈川県立愛川ふれあいの村 

主催事業における感染症予防基本方針 
◆はじめに 

令和５年５月８日付けで、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが５類に移行することに伴

い、これまで当村で運用していた「新型コロナ感染症対策基本方針 主催事業開催におけるガイドライ

ン」の運用を終了します。これに伴い、ガイドライン運用中に蓄積されたノウハウを活かし「感染症予

防基本方針」を新たに策定しました。これは、今後も新型コロナウイルス感染症や季節性の感染症の予

防に取り組むための行動指針です。 

当村ではこの行動指針に則り、主催事業の運営を行います。 

 

◆事業参加について 

 

以下の症状に該当する場合は、プログラム参加をお控えください。 

 

□事業開始日からさかのぼって、7 日間以内に 37.5°C以上の発熱、平熱から+1°Cの体温を超え

ている。 

または咳、のどの痛み、倦怠感などの体調不良の症状がある。 

 

職員・スタッフについても同様の基準とし、事業当日まで体調管理をした上で、事業運営に臨みます。 

 

 

◆事業運営について 

 

以下のように対策をし、事業運営を行います。また、内容については参加者へも随時指導します。 

 

＜基本的な感染症対策＞ 

1,マスク着用のルール 

□原則として個人の判断に委ねるものとして、着用を必須とはしません。 

□ただし、これらの場面においては、感染症予防の観点から引き続きマスクを着用します。 

 

・調理を伴う活動時(野外調理等)や食事の配膳を行う際 

・活動地のルールにおいて、マスクの着用を求められた場合 

※熱中症等、その他の傷病リスクが生じる場合は、都度適切な運用を行います。 

 

□感染症(季節性の感染症含む)の流行兆候が見られる場合は、必要に応じて参加者およびスタッフに対

してマスク着用を求めることがあります。 
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2,手洗い、手消毒の徹底 

 

□施設への入室時、トイレの後、食事・調理の前、症状がある人に触れたときなど適時手洗い消毒を行

います。 

□手洗いの際には共用のタオルやハンカチを使わず、個人のタオルやハンカチ、使い捨てのペーパータ

オルを使用します。または自然乾燥をします。 

 

3,体調管理(事前～実施中) 

 

□参加者は参加時には 7 日前からの体調確認を健康チェックシートに記入し、受付時に提出をお願い

します。 

□宿泊プログラムでは 1日 1 回(夕)の検温を全員に行います。同時に体調確認をスタッフが口頭で行い

ます。 

 

4,感染予防エチケットの励行 

 

□咳やくしゃみをするときには、マスク、ティッシュ、上着の袖などで覆ってからします。 

手で覆うことはせず、手で受け止めた場合はすぐに手洗い、消毒を行います。 

□咳などをしない場合でも、鼻や口をむやみに手で触らず、触った手で他者や共有物を触りません。 

 

 

＜生活面における感染症対策＞ 

5,食事、水分補給に関する衛生管理 

 

□水分補給は自分の水筒やコップからのみ行い、回し飲みは行いません。 

□食中毒のリスクなども考慮し、宿泊プログラムではペットボトルを推奨します。 

□水筒の場合は、「まとめて」の水筒洗いは行いません。 

□給水ジャグは 1 日 1 回洗浄と消毒を行います。 

 

□調理、配膳時はマスクを必ず着用し、料理時の適切な衛生管理を行います。 

□大皿から各自の箸で取り分けることはせず、専用のトングを準備し個別の食器に盛り付けを行いま

す。 

□机は使用前にチャーミストもしくはアルコールで拭きます。 

 

□食事の際には、飛沫距離以上の距離をとるようにします。 
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6,生活環境の衛生管理 

 

□室内では、窓またはドアを 2 面以上開放し、換気を行います。エアコン使用時には、外気導入または

定期的(1 時間に 10 分を目安として)に換気を行います。 

□施設の利用定員に準拠し、それ以上の人数で室内を使用することはしません。 

 

□洗顔、歯みがきではコップを使いまわさないよう、マイコップを使用します。 

□掃除については、これまで同様に子どもたちと一緒に取り組みます。 

□ほうきは上手に使えないとホコリや落ちているウイルスを舞い上がらせる可能性があるため、シート

タイプのモップやぞうきん、掃除機などを併用します。 

 

□トイレ掃除については、糞便尿からコロナウイルスが排泄されるという事実もあるので、トイレ掃除

は参加者は行いません。キャンプスタッフも感染を意識して手袋・マスクを着用して清掃を行います。 

 

□洗面台は使用後水で流し、清潔に保ちます。 

 

 

7,公共交通機関使用での移動時 

 

□公共交通(電車・バス)を使用する場合は、利用する交通機関の感染症対策を確認します。 

混雑時間などを配慮し、必要に応じてマスクを着用し分散乗車を行います。 

 

8,その他 

 

□参加時に症状がないことを確認しているので、子どもたちの遊びに原則制限は設けません。 

□体調不良発生時は、保護者による引き取りの実施をお願いいたします。 


